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   令和７年工事設計労務単価の適用に係る特例措置について（通知） 

 令和７年度公共工事の工事費の積算に用いる公共工事設計労務単価及び施設機械工

事等の労務単価（以下「新労務単価」という。）について、国土交通省及び農林水産省

では、国の直轄事業において新労務単価の適用を前倒しして、令和７年３月１日以降に

契約を締結する工事から適用することとし、令和６年度公共工事設計労務単価及び令和

６年施設機械工事等労務単価（以下「旧労務単価」という。）を適用している工事につ

いては契約締結後に新労務単価に基づく契約に変更する特例措置を講じる旨、通知があ

ったところです。北海道農政部においても国と同様の対応を行うこととし、農政部所管

発注工事における令和７年３月１日以降に契約を行う工事のうち、旧労務単価を適用し

ているものについて、次のとおり特例措置を講じることとしたのでお知らせします。 

記 

１ 措置の内容 

新労務単価の決定に伴い、２に定める工事の受注者は、北海道建設工事執行規則（昭

和 39 年北海道規則第 60 号）別記「建設工事請負標準契約書式契約書」第 59 条の定

めに基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための

請負代金額の変更の協議を請求することができる。 

 



２ 対象工事 

令和７年３月１日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価

格を積算しているもの。 

 

３ 請負代金額の変更 

変更後の請負代金額については次の方式により算出する。 

変更後の請負代金額＝P 新×ｋ 

この式において、P 新及びｋは、それぞれ以下を表すものとする。 

P 新：新労務単価により積算された設計金額 

ｋ：現請負代金額／現設計金額 

 

４ 請負代金額の変更請求 

受注者による本通知に基づく請負代金額の変更の請求期限は、工期末の 20 日前ま

でとする。 

 

５ その他 

 (1) 入札の公告等に当たっては、本特例措置の対象となる旨、仕様書等において明

示すること。 

 (2) 落札者決定通知後の工事にあっては、落札者に対して本特例措置に基づいた対

応が可能であることを説明した上で契約を行い、契約後の工事にあっては、受注

者に対して本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明すること。 

 

                     調整係 主査（事業契約）  

   TEL 011-231-4111 （27-168）     

設計積算係                  

 TEL 011-231-4111 （27-183）     

 

 


